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平成28年６月14日

株　主　各　位
東 京 都 渋 谷 区 神 泉 町 ９ 番 １ 号

第 一 商 品 株 式 会 社
代表取締役社長 落 岩 邦 俊

第44期定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
　先般の熊本地震により被災された皆様におかれましては心からお
見舞い申しあげます。
　さて、当社第44期定時株主総会を下記により開催いたしますので、
ご出席くださいますようご通知申しあげます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができ
ますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権
行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成28年６月28日（火曜日）
午後５時までに到着するようご返送いただきたくお願い申しあげます。

敬　具
記

１．日 時 平成28年６月29日（水曜日）午前10時
２．場 所 東京都渋谷区神泉町９番１号

神泉プレイスビル
第一商品株式会社　本社２階
（会場が昨年と異なっておりますので、末尾の「株主総会会
場ご案内略図」をご参照くださいますようお願い申しあげま
す。）

３．目 的 事 項
報 告 事 項 第44期（平成27年４月１日から平成28年３月31日まで）事業報

告及び計算書類報告の件
決 議 事 項

第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案 監査役２名選任の件
第３号議案 補欠監査役１名選任の件

以　上

　当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出
くださいますようお願い申しあげます。
　また、本総会終了後、株主懇談会を開催いたしますので、引き続きご参加いた
だきますようお願い申しあげます。
　なお、株主総会参考書類並びに事業報告及び計算書類に修正が生じた場合は、
インターネット上の当社ウェブサイト（アドレスhttp://www.dai-ichi.co.jp/）
に掲載させていただきます。
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（提供書面）

事　 業　 報　 告

（平成27年４月１日から
平成28年３月31日まで）

１．株式会社の現況に関する事項

(１) 事業の経過及びその成果

当期における我が国経済は、日銀による異次元の金融緩和政策により円

安・株高が進む中、前年度後半の原油価格下落の恩恵も受け、景気は回復傾

向となりましたが、夏場以降は中国をはじめとする新興国の景気後退観測が

強まった影響で株価は頭打ちとなり、輸出も伸び悩んだことから、その回復

は一時停滞しました。しかし、アベノミクス第二ステージが宣言されて以

降、平成27年10月のＴＰＰ交渉大筋合意や平成28年２月の日銀マイナス金利

政策導入が決定されたことで、景気回復の素地が固まりつつあり、今後の成

長が期待されております。

当商品先物取引業界においては、夏場の中国株式市場の暴落による為替相

場の乱高下や、その後の原油価格の下落、さらに冬場の米国のゼロ金利解除

や日銀のマイナス金利導入もあり、当期の売買高は53,117千枚で前期比

15.4％の増加となりました。その増加要因は主に原油と金限日取引による

ものであります。しかしながら、原油についてはその取引の約８割以上が上

場投資証券からのものと思われ、また、金限日取引についてはその取引単位

が金標準品の10分の１であるため、金の市場規模全体を拡大させるほどでは

ありませんでした。さらに、取引所の全売買高の５割近くが海外玉で占めら

れており、国内個人投資家の新規参入を狙った国内商品先物市場の本格的な

人気回復には及びませんでした。

当社におきましては、主力商品である「金」が米国の利上げ懸念により期

初からその上値を抑えられました。平成27年８月下旬の中国の株価暴落時

には金のボラティリティが高まったものの、急激な為替変動を伴ったことか

ら売買高を大きくは伸ばせませんでした。また、平成28年１月後半からはリ

スク回避の受け皿としてＮＹ金市場に資金が流入し円建て価格も上昇しま

した。日銀のマイナス金利政策導入後は円安によりさらに上昇が期待され

ましたが、逆に円高となり、その上値は抑えられました。３月に入り売買高

は回復してきたものの、当社の当期売買高は510千枚にとどまり、前期比で
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24.7％の減少となりました。

この結果、当期の営業収益は4,885百万円（前期比22.9%減）、営業損失は

1,332百万円（前期は22百万円の損失）となり、経常損失は貸倒引当金191百

万円の戻入等もあったことから1,175百万円（前期は384百万円の利益）とな

り、当期純損失は厚生年金基金から133百万円の還付等もあったことから

1,073百万円（前期は183百万円の損失）となりました。

また、当社が受けていた損害賠償請求訴訟に関して、各関係部署間におい

て、その情報の共有に齟齬を来たしたことにより会計処理を失念し、過年度

の有価証券報告書等の訂正報告書を昨年８月に提出しました。事業報告の

記載につきましては、金融商品取引法に基づく過年度決算の訂正後の数値を

表示しております。

なお、商品市場別受取手数料をはじめとする営業収益の内訳は、次のとお

りであります。

営業収益の内訳
（単位：千円）

区 分 金 額 構 成 比

商 品
市 場 別

農 産 物 市 場 165 0.0％

農 産 物 ・ 砂 糖 市 場 5,727 0.1

貴 金 属 市 場 4,076,019 83.4

ゴ ム 市 場 18,224 0.4

石 油 市 場 4,643 0.1

中 京 石 油 市 場 19 0.0

小 計 4,104,798 84.0

現 金
決 済
取 引

石 油 市 場 5,287 0.1

小 計 5,287 0.1

外 国 為 替 証 拠 金 取 引 492,424 10.1

受 取 手 数 料 計 4,602,510 94.2

商 品 先 物 評 価 損 益 △1,000 △0.0

商 品 売 買 損 益 64,804 1.3

売 買 損 益 計 63,804 1.3

そ の 他 219,473 4.5

合 計 4,885,788 100.0
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(２) 資金調達等についての状況

①　資金調達の状況

　該当事項はありません。

②　設備投資の状況

　該当事項はありません。

③　事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況

　該当事項はありません。

④　他の会社の事業の譲受けの状況

　該当事項はありません。

⑤　吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承
継の状況

　該当事項はありません。

⑥　他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状
況

　該当事項はありません。

(３) 直前三事業年度の財産及び損益の状況
（単位：千円）

区 分
第41期

( 平成　平成
24／4～25／3)

第42期

( 平成　平成
25／4～26／3)

第43期

( 平成　平成
26／4～27／3)

第44期(当期)

( 平成　平成
27／4～28／3)

営 業 収 益 8,004,950 6,398,799 6,336,467 4,885,788
( う ち 受 取 手 数 料 ) （7,648,909） （6,098,221） （5,888,709） （4,602,510）

経 常 利 益 1,552,165 － 384,234 －
経 常 損 失 － 19,643 － 1,175,197

当 期 純 利 益 639,141 62,211 － －
当 期 純 損 失 － － 183,499 1,073,951
１株当たり当期純利益 41円40銭 4円03銭 － －
１株当たり当期純損失 － － 11円89銭 69円57銭
１ 株 当 た り 純 資 産 額 602円14銭 586円19銭 554円44銭 464円66銭

総 資 産 45,268,700 43,980,381 44,880,954 26,434,559
( う ち 預 り 資 産 ) （34,517,351） （31,984,478） （35,270,183） （18,393,048）

（注）１．１株当たり当期純利益は、自己株式を控除した期中平均発行済株式総数に基づいて算

出しております。

２．総資産のうち第41期から第43期までの預り資産の表示は、預り外国為替委託証拠金の

金額を含めて表示しております。

　　なお、第41期の預り外国為替委託証拠金の金額は、11,577,654千円、第42期の預り外

国為替委託証拠金の金額は、10,658,822千円、第43期の預り外国為替委託証拠金の金

額は、12,480,925千円であります。

３．過年度決算に関し、会計上の誤謬が判明したため、第43期については、当該誤謬の訂

正後の数値を記載しております。
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(４) 対処すべき課題

当社を取り巻く商品先物市場の出来高は、主要商品の価格低迷により、前

半は低調な取引に推移していたものの、夏場以降、米国の年内利上げ観測の

後退や円安、中国景気減退観測などからボラティリティが高まり、安全資産

としての金や白金等の貴金属の価格は一時的に上昇し回復傾向を示しまし

た。その後、イエレンＦＲＢ議長の12月利上げの可能性を示唆する発言によ

って、金価格や原油価格が下落し先行き不透明な状況で推移しましたが、ド

バイ原油や平成27年５月に新規上場した「東京ゴールドスポット１００」な

ど、個人投資家を中心に人気化したことで、昨年実績に比べて上回る結果と

なりました。また、平成27年６月に不招請勧誘禁止規制の見直しが行われた

ことで、商品先物市場の活性化に繋がると期待されましたが、依然として厳

しい状況が続いております。本年度予定されている商品の新規上場や次期

取引システムの導入で、商品先物市場の環境が整備されつつある中、お客様

ニーズに迅速に応えられるための体制とリスク管理の高度化に的確に対応

できる体制の構築が重要な課題であると認識しております。

このような環境の中で、当社は持続的な成長の実現に向け、金取引（現

物・先物）を核として「お客さま利益を 優先とする」を経営方針に定め

て、質の高いサービスの提供と富裕層の開拓を通してお客様の基盤強化と裾

野拡大に取り組んでまいります。また、事業基盤をより強固なものとするた

め、平成28年３月に店頭外国為替証拠金取引（ＦＸ取引）の事業を廃止し、

商品先物取引業に経営資源を集中させることにより、一日も早く業績の回復

を図ってまいります。

今後も当社は、商品先物業界の環境変化に素早く、かつ的確に対応すると

ともに、内部統制の強化と人材育成に取り組み、 適なガバナンス体制を構

築していくことで、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指してま

いります。
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(５) 主要な事業内容（平成28年３月31日現在）

当社は下記に示す取引所における上場商品先物取引の受託業務を行ってお

ります。

取 引 所 名 商 品 市 場 名

東 京 商 品 取 引 所
貴金属市場、アルミニウム市場、ゴム市場、石油市場、中
京石油市場、農産物・砂糖市場

大 阪 堂 島 商 品 取 引 所
農産物市場、砂糖市場、農産物・飼料指数市場、水産物市
場

(６) 主要な事業所（平成28年３月31日現在）

本 店 東京都渋谷区 名 古 屋 支 店 愛知県名古屋市東区

日 本 橋 支 店 東京都中央区 大 阪 支 店 大阪府大阪市中央区

新 宿 支 店 東京都新宿区 大 阪 本 町 支 店 大阪府大阪市中央区

横 浜 支 店 神奈川県横浜市西区 和 歌 山 支 店 和歌山県和歌山市

埼 玉 支 店 埼玉県さいたま市大宮区 広 島 支 店 広島県広島市中区

千 葉 支 店 千葉県千葉市中央区 高 松 支 店 香川県高松市

仙 台 支 店 宮城県仙台市青葉区 福 岡 支 店 福岡県福岡市博多区

(７) 使用人の状況（平成28年３月31日現在）

使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

393名 53名減 37.1歳 11.5年

（注）使用人数が前期末に比べて53名減少していますが、その主な理由は、自己都合退職等によ

る自然減であります。

(８) 重要な親会社及び子会社の状況

①　親会社との関係

　該当事項はありません。

②　重要な子会社の状況

　該当事項はありません。

(９) 主要な借入先及び借入額（平成28年３月31日現在）

　　　該当事項はありません。

(10) その他会社の現況に関する重要な事項

　　該当事項はありません。
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２．株式に関する事項（平成28年３月31日現在）

(1) 発行可能株式総数 50,128,000株

(2) 発行済株式の総数 16,227,207株

(3) 株主数 5,746名

(4) 上位10名の大株主

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

株 式 会 社 ム ラ サ キ 1,546,000株 10.0％

本 　 田 　 美 恵 子 1,441,000株 9.3％

第 一 商 品 社 員 持 株 会 1,053,108株 6.8％

本 田 　 忠 825,000株 5.3％

村 崎 　 稔 486,000株 3.1％

本 田 　 求 324,000株 2.1％

本 田 　 秀 309,800株 2.0％

中 村 愛 弓 196,000株 1.3％

浅 川 清 実 141,000株 0.9％

井 川 善 法 130,700株 0.8％

 (注) １．当社は、自己株式を789,942株保有しておりますが、上記大株主からは除外しておりま

す。

２．持株比率は自己株式を控除して計算しております。

３．新株予約権等に関する事項
(1) 当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状

況（平成28年３月31日現在）

該当事項はありません。

(2) 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権

の状況

該当事項はありません。

(3) その他新株予約権に関する重要な事項

該当事項はありません。
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４．会社役員に関する事項
(1) 取締役及び監査役の状況（平成28年３月31日現在）

会社における地位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

取 締 役 会 長 村 崎 　 稔

取 締 役 副 会 長 山 中 教 史 ＩＲ担当

代 表 取 締 役 社 長 落 岩 邦 俊

代 表 取 締 役 専 務 正 垣 達 雄 管理総合本部長

常 務 取 締 役 當 野 　 忍 ＦＸ事業本部長

同 武 田 　 仁 調査本部長兼顧客審査部長兼顧客管理部長

取 締 役 鈴 村 建 直 第二本部長

同 三 谷 正 志 第三本部長兼営業推進部長

同 木 村 　 学 大阪ＦＸ統括部長

同 新 美 鹿 次 郎 第一本部長

同 浅 野 信 行 埼玉支店長

同 菅 原 光 一 内部監査室長

同 中 島 文 隆

常 勤 監 査 役 遠 藤 　 勉

同 左 海 博 夫

監 査 役 中 安 博 司

同 檜 原 俊 一

（注）１．取締役中島文隆氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

２．監査役中安博司氏及び監査役檜原俊一氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役

であります。

３．当社は、監査役檜原俊一氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として

指定し、同取引所に届け出ております。

４．平成27年６月26日開催の第43期定時株主総会において、新たに木村　学氏、新美鹿次

郎氏、中島文隆氏が取締役に選任され、それぞれ就任いたしました。

５．平成27年６月26日開催の第43期定時株主総会において、新たに左海博夫氏が監査役に

選任され、就任いたしました。
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６．当事業年度中における取締役及び監査役の異動は次のとおりであります。

氏　名 異動前 異動後 異動年月日

山中　教史 代表取締役社長 取締役副会長 平成27年10月１日

落岩　邦俊 取締役副会長 代表取締役社長 平成27年10月１日

正垣　達雄 専務取締役 代表取締役専務 平成27年10月１日

木村　学 執行役員 取締役 平成27年６月26日

新美　鹿次郎 執行役員 取締役 平成27年６月26日

中島　文隆 － 取締役 平成27年６月26日

左海　博夫 執行役員 常勤監査役 平成27年６月26日

(2) 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等の総額

区 分 支 給 人 員 報酬等の総額

取 締 役 13名 193,232千円
（ う ち 社 外 取 締 役 ） （１名） （900千円）

監 査 役 ４名 14,100千円
（ う ち 社 外 監 査 役 ） （２名） （3,600千円）

合 計 17名 207,332千円

(注) １. 取締役の報酬限度額は、平成19年６月28日開催の第35期定時株主総会において年額

350,000千円以内と決議いただいております。

２．監査役の報酬限度額は、平成12年６月29日開催の第28期定時株主総会において年額

30,000千円以内と決議いただいております。

３．上記報酬等の総額には取締役役員賞与5,000千円を含めております。

(3) 各社外役員の主な活動状況

区 分 氏 名 主 な 活 動 状 況

取 締 役 中 島 文 隆

平成27年６月26日開催の定時株主総会に
て就任以降に開催の取締役会20回のうち
10回に出席し、主に他業種で培った経験・
知識を活かし、経営判断や意思決定に必要
な発言を行っております。

監 査 役 中 安 博 司

当期開催の取締役会は30回全てに出席
し、また当期開催の監査役会は16回全てに
出席し、主に、法令遵守の観点から、議
案、審議について適切な意見を述べる等、
案件に応じ的確な発言を行っておりま
す。

監 査 役 檜 原 俊 一

当期開催の取締役会30回のうち14回に出
席し、また当期開催の監査役会は16回のう
ち15回に出席し、主に、法令遵守の観点か
ら、議案、審議について適切な意見を述べ
る等、案件に応じ的確な発言を行っており
ます。

（注）責任限定契約等は結んでおりません。また、各社外役員の他の会社の役員等の兼務は

ありません。
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５．会計監査人に関する事項
(1) 名称　　　　　　　　　　海南監査法人

(2) 報酬等の額

①　当事業年度に係る報酬等の額 20,600千円

②　当社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の
利益の合計額

20,600千円

　当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金
融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を区分しておらず、実質的に
も区分できませんので、当事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額
を記載しております。

③　監査役会は、会計監査人の報酬等について、過年度の監査実績を参
考に、会計監査人としての監査の遂行状況、監査体制について審議
をした結果、適正であると判断し、同意いたしました。

(3) 非監査業務の内容
　該当事項はありません。

(4) 責任限定契約の内容の概要
　当社と海南監査法人は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第
423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
　当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、30,000千円または会社法第
425条第１項に定める額のいずれか高い額としております。

(5) 解任または不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要が

あると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再
任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると

認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたし
ます。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後 初に招集される
株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いた
します。
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６．業務の適正を確保するための体制等の整備についての決議の内

容の概要及び当該体制の運用状況の概要
①　取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保す

るための体制

・取締役に対しては毎月開催の取締役会において、使用人に対してはそ

の後開催の管理者会議及び各店・各部署の責任者による会議内容の職

場報告会において､法令・定款及び社内規程の遵守を周知徹底させる。

また、階層別集合研修開催時においてはコンプライアンス教育を行い、

コンプライアンス体制の強化をはかる。

・内部監査室は「内部監査規程」に基づき、取締役及び使用人による職

務の執行が法令・定款及び社内規程を遵守して適切に実行されている

かをチェックし、違反の防止、問題点の指摘及びその改善の指導を行

う。監査終了後、速やかに監査結果の報告書を作成し、総務部作成の

文章回覧経由で取締役及び監査役に回覧する。

・監査役は、取締役会に出席し、取締役の職務状況に関する報告内容を

検証するとともに、取締役会の決議事項が法令・定款に基づき適合で

あるかを確認する。また、取締役の業務執行の適正性をチェックし、

必要に応じて改善の助言または勧告を行う。

・インサイダー取引防止や個人情報保護など、特に重要な法令について

は、社内規程の遵守徹底に努める。

②　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

・株主総会議事録、取締役会議事録、事業運営上の重要事項に関する決

裁書類、稟議書、その他「職務権限規程」に基づく取締役の職務の執

行に必要な文章を保存するものとし、その作成、保存、管理等につい

ては「取締役会規程」及び「文書取扱規程」並びに「稟議決裁権限規

程」等の社内規程に基づき行う。

・個人情報保護に関連する規程を整備し、個人情報及び重要な企業秘密

を適切かつ安全に保存・管理を行う。

・会社の重要な情報の開示については、法令及び取引所の諸規則等に従

い開示すべき情報が適正、適時かつ公平に開示される体制の構築をは

かる。
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③　損失の危険の管理に関する規程その他の体制

・事業活動に伴う各種のリスクについては、「受託業務管理規則」等の

社内規程に基づき、適切な管理を行っている。リスク管理の不徹底か

ら顧客に不当な損害を与え、信頼を喪失し、経営基盤を揺るがす重大

な危機に陥ってしまうことがないよう、内部監査室または調査本部は

各部署におけるリスク管理の状況について定期的に監査を行い、その

結果を代表取締役社長に報告し、リスク管理に対し独立的評価を行う。

・大規模な事故、災害、テロ、対企業犯罪、経営上の重大なトラブルな

ど、危機に対して可能な限りその予防に努める。危機が発生した場合

は、「危機管理規程」に基づく緊急対策をとり、危機管理にあたる。

・反社会的勢力の排除及び介入の防止として、反社会的勢力とは取引関

係も含めて一切の関係をもたず、不当な要求に対しては毅然として立

ち向かう。

④　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

・取締役が経営に関する判断業務に専念でき、取締役会における経営上

の意思決定のスピード化をはかるため、執行役員制度を導入し、「職

務権限規程」に基づく取締役の職務執行が効率的に行われる体制を確

保する。

⑤　監査役がその職務を補助すべき使用人を置く場合における当該使用人に

関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項

・監査役が監査職務を円滑に遂行する上で、他の監査役と協議の上、「監

査役会規程」及び「監査役監査基準」に基づき、その職務を補助すべ

き使用人を配置する。

・監査役の職務を補助する使用人は、監査役の指揮命令下で職務を遂行

し、人事評価等は監査役が行い、取締役からの独立性を確保する。
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⑥　取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への

報告に関する体制が実効的に実施されるための体制

・取締役及び使用人は、監査役の要請に応じて業務執行状況の報告を行

い、必要な資料の提供や書類等の閲覧に応じる。

・取締役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実や

法令・定款に違反する重大な事実を発見した場合は、直ちに監査役に

報告する。

・当社は、前号に従い監査役への報告を行った取締役及び使用人に対し、

当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止する。

・当社は、監査役の職務の執行について生ずる費用等を負担するため、

毎年一定額の予算を設けるものとする。

⑦　その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

・監査役は、代表取締役社長と定期的に意見交換を行うとともに、内部

監査室との連携をはかり、監査を円滑に行うために取締役及び使用人

との意思疎通にも努める。また、会計監査人から定期的に会計監査内

容についての報告を受けるとともに、意見及び情報交換を行い会計監

査人との連携をはかる。

上記業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は、上記に掲げ

た「内部統制システム構築の基本方針」に基づき、コンプライアンスに関

する基本的な考え方や法令等の遵守について、毎月開催の管理者会議及び

各店・各部の責任者による会議内容の職場報告を通じて周知徹底を図って

おります。

当社は、原則月１回取締役会を開催し、法令または定款に定められた事

項及び経営上の重要事項を決定するとともに、業務執行に関する報告を受

け、取締役の職務執行の監督を行っております。

監査役は、取締役会へ出席して必要がある場合には意見を述べ、報告を

受けるとともに稟議書等の業務執行に係る重要文書を閲覧し、取締役及び

使用人に説明を求めるなどにより健全な経営体制と効率的な運用をはかる

ために助言を行っております。また、監査役は、代表取締役、会計監査人、

内部監査室との情報交換に努めております。
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貸　借　対　照　表
（平成28年３月31日現在）

（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

委 託 者 未 収 金

商 品

貯 蔵 品

前 払 費 用

保 管 有 価 証 券

差 入 保 証 金

委 託 者 差 金

未 収 入 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

車 両

器 具 及 び 備 品

土 地

リ ー ス 資 産

無 形 固 定 資 産

電 話 加 入 権

ソ フ ト ウ ェ ア

リ ー ス 資 産

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

出 資 金

長 期 差 入 保 証 金

長 期 貸 付 金

固 定 化 営 業 債 権

破 産 更 生 債 権 等

長 期 前 払 費 用

敷 金 及 び 保 証 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

23,494,999

3,255,405

577,830

648,999

2,554

62,757

6,909,207

8,417,024

3,129,325

290,959

201,559

△624

2,939,560

737,226

160,193

3,992

17,541

30,801

511,493

13,203

80,120

46,593

9,961

23,566

2,122,212

33,915

55,350

399,928

19,000

650,389

1,132,857

2,758

691,813

29,767

△893,567

流 動 負 債 18,910,573

買 掛 金 16,695

リ ー ス 債 務 13,955

未 払 金 255,491

未 払 費 用 45,740

未 払 法 人 税 等 24,712

預 り 金 15,135

賞 与 引 当 金 82,284

預 り 証 拠 金 11,483,841

預り証拠金代用有価証券 6,909,207

そ の 他 63,510

固 定 負 債 329,547

リ ー ス 債 務 26,208

繰 延 税 金 負 債 2,189

退 職 給 付 引 当 金 301,150

特 別 法 上 の 準 備 金 21,393

商品取引責任準備金 21,393

負 債 合 計 19,261,515

純 資 産 の 部

株 主 資 本 7,168,083

資 本 金 2,693,150

資 本 剰 余 金 2,672,071

資 本 準 備 金 2,629,570

そ の 他 資 本 剰 余 金 42,501

利 益 剰 余 金 2,048,818

利 益 準 備 金 336,150

そ の 他 利 益 剰 余 金 1,712,668

別 途 積 立 金 2,500,000

繰 越 利 益 剰 余 金 △787,331

自 己 株 式 △245,957

評 価 ・ 換 算 差 額 等 4,960

そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 4,960

純 資 産 合 計 7,173,044

資 産 合 計 26,434,559 負 債 ・ 純 資 産 合 計 26,434,559

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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損　益　計　算　書

（平成27年４月１日から
平成28年３月31日まで）

（単位：千円）

科 目 金 額

営 業 収 益

受 取 手 数 料 4,602,510

売 買 損 益 63,804

そ の 他 営 業 収 益 219,473 4,885,788

営 業 費 用 6,218,719

営 業 損 失 1,332,930

営 業 外 収 益

受 取 利 息 3,143

受 取 配 当 金 497

貸 倒 引 当 金 戻 入 額 191,147

償 却 債 権 取 立 益 346

倉 荷 証 券 保 管 料 11,713

そ の 他 6,241 213,090

営 業 外 費 用

支 払 利 息 853

為 替 差 損 54,141

敷 金 償 却 費 162

そ の 他 199 55,356

経 常 損 失 1,175,197

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 69

商 品 取 引 責 任 準 備 金 戻 入 額 112,989

厚 生 年 金 基 金 代 行 返 上 損 戻 入 益 133,494 246,553

特 別 損 失

固 定 資 産 除 売 却 損 56

商 品 取 引 責 任 準 備 金 繰 入 額 111,522

減 損 損 失 6,053

投 資 有 価 証 券 評 価 損 900 118,534

税 引 前 当 期 純 損 失 1,047,177

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 21,760

法人税等の更正、決定等による納付税額又
は 還 付 税 額

5,013 26,773

当 期 純 損 失 1,073,951

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

（平成27年４月１日から
平成28年３月31日まで）

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式
株主資本
合 計資 　 本

準 備 金

その他
資　本
剰余金

資 本
剰 余 金
合 　 計

利　益
準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合　　　計別 途

積 立 金
繰越利益
剰 余 金

平成27年４月１日残高 2,693,150 2,629,570 42,501 2,672,071 336,150 2,500,000 652,451 3,488,602 △245,957 8,607,867

誤謬の訂正による累積的
影 響 額

△57,086 △57,086 △57,086

遡及処理後当
期 首 残 高

2,693,150 2,629,570 42,501 2,672,071 336,150 2,500,000 595,364 3,431,515 △245,957 8,550,780

当 期 変 動 額

剰余金の配当 △308,745 △308,745 △308,745

当期純損失 △1,073,951 △1,073,951 △1,073,951

株主資本以外の
項目の事業年度中
の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計 － － － － － － △1,382,696 △1,382,696 － △1,382,696

平成28年３月31日残高 2,693,150 2,629,570 42,501 2,672,071 336,150 2,500,000 △787,331 2,048,818 △245,957 7,168,083

評 価 ・ 換 算 差 額 等

純資産合計その他有価証券
評 価 差 額 金

評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

平成27年４月１日残高 8,289 8,289 8,616,156

誤謬の訂正による累積的
影 響 額

△57,086

遡及処理後当
期 首 残 高

8,289 8,289 8,559,069

当 期 変 動 額

剰余金の配当 △308,745

当期純損失 △1,073,951

株主資本以外の
項目の事業年度中
の変動額(純額)

△3,329 △3,329 △3,329

事業年度中の変動額合計 △3,329 △3,329 △1,386,025

平成28年３月31日残高 4,960 4,960 7,173,044

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

（1）資産の評価基準及び評価方法

①有価証券の評価基準及び評価方法

　その他有価証券

　時価のあるもの　　　　　　　決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純

資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により

算定）によっております。

　時価のないもの　　　　　　　移動平均法による原価法によっております。

　保管有価証券　　　　　　　　　商品先物取引法施行規則第39条の規定に基づく充用価格

によっており、主な有価証券の価格は次のとおりであり

ます。

利付国債証券 額面金額の85％

社債（上場銘柄） 額面金額の65％

株券（一部上場銘柄）及び倉荷証券 時価の70％相当額

②ﾃﾞﾘﾊﾞﾃｨﾌﾞの評価基準及び評価方法

時価法によっております。

③たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品　　　　　　　　　　　　　主として総平均法による原価法（貸借対照表価額につい

ては収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算

定）によっております。

貯蔵品　　　　　　　　　　　　個別法による原価法によっております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産　　　　　　　　　　定率法によっております。

（リース資産を除く）　　　　　　　ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（付属設

備を除く）については定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物 22年から47年

②無形固定資産　　　　　　　　　　定額法によっております。

（リース資産を除く）　　　　　　　なお、ソフトウェアについては、社内における利用可能

期間（５年）に基づく定額法によっております。

③リース資産　　　　　　　　　　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

を採用しております。

④長期前払費用　　　　　　　　　　定額法によっております。
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(3) 引当金及び特別法上の準備金の計上基準

①貸倒引当金　　　　　　　　　　　一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等

特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収

不能見込額を計上しております。

②賞与引当金　　　　　　　　　　　従業員の賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額の

うち当事業年度の負担額を計上しております。

③役員賞与引当金　　　　　　　　　役員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当事

業年度に負担すべき額を計上しております。

④訴訟損失引当金　　　　　　　　　係争中の商品先物取引及び外国為替証拠金取引における

損害賠償請求訴訟等について、今後の損害賠償金の支払

に備えるため、経過状況等に基づき金額を合理的に見積

もり損失見込額を計上しております。

（表示方法の変更）

前事業年度において、「営業費用」の「営業雑損」及び

「訴訟損失引当金繰入額」は、より明瞭に表示する観点

から当事業年度より「訴訟関連費用」として独立掲記す

ることとしました。

⑤退職給付引当金　　　　　　　　　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における

退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上してお

ります。

なお、当社は、退職金制度として、確定給付企業年金制

度及び退職一時金制度を採用しております。

ⅰ退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事

業年度末までの期間に帰属させる方法については、期

間定額基準によっております。

ⅱ数理計算上の差異の費用処理方法

数理計算上の差異については、各事業年度の発生時に

おける従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数

（10年）による定額法により按分した額を、それぞれ

発生の翌事業年度から費用処理しております。

　退職給付引当金の算定方法は、以下のとおりであります。

退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

退職給付債務の期首残高 678,556千円

　勤務費用 45,459千円

　利息費用 6,174千円

　数理計算上の差異の発生額 46,624千円

　退職給付の支払額 △45,254千円

退職給付債務の期末残高 731,560千円
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年金資産の期首残高と期末残高の調整表

年金資産の期首残高 373,255千円

　期待運用収益 7,465千円

　数理計算上の差異の発生額 △14,944千円

　事業主からの拠出額 44,759千円

　退職給付の支払額 △26,031千円

年金資産の期末残高 384,504千円

退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前

払年金費用の調整表

積立型制度の退職給付債務 731,560千円

年金資産 △384,504千円

未積立退職給付債務 347,056千円

未認識数理計算上の差異 △33,366千円

貸借対照表に計上された負債と資産の純額 313,690千円

退職給付引当金 313,690千円

貸借対照表に計上された負債と資産の純額 313,690千円

（注）貸借対照表に計上している退職給付引当金との差異は、確定した債務につき未払

金に振替えたものであります。

退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用 45,459千円

利息費用 6,174千円

期待運用収益 △7,465千円

数理計算上の差異の費用処理額 △2,961千円

確定給付制度に係る退職給付費用 41,207千円

年金資産に関する事項

年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

債券 60％

株式 36％

現金及び預金 4％

その他 0％

計 100％
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長期期待運用収益率の設定方法

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、

年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮して

おります。

数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

割引率　0.37％

長期期待運用収益率　2.0％

⑥商品取引責任準備金　　　　　　  商品取引責任準備金は、商品先物取引事故の損失に備え

るため、商品先物取引法第221条の規定に基づき、同法施

行規則に定める額を計上しております。

(4) 営業収益の計上基準

①受取手数料

　商品先物取引　　　　　　　　　委託者の売付けまたは買付けに係る取引が成立したとき

に計上しております。

　オプション取引　　　　　　　　委託者の売付けまたは買付けに係る取引が成立したとき

に計上しております。

　商品ファンド　　　　　　　　　取引成立日に計上しております。

　外国為替証拠金取引　　　　　　委託者の売付けまたは買付けに係る取引が成立したとき

に計上しております。

②売買損益　　　　　　　　　　　　反対売買により取引を決済したときに計上しております。

また、未決済建玉については時価による評価損益を計上

しております。なお内容は、商品先物取引売買損益及び

外国為替証拠金取引売買損益であります。

(5) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。ただし、資産に係る控除

対象外消費税等は、発生事業年度の期間費用として処理しております。

２．誤謬の訂正に関する注記

（１）当該誤謬の内容

過年度の会計処理において、決算日後に当社が受けた損害賠償請求訴訟に関し、修正後発

事象として訴訟損失引当金を計上すべきところ、情報共有に齟齬を来たしたことにより会

計処理を失念したため、決算の訂正を行っております。

（２）当該事業年度の期首における純資産額に対する影響額

株主資本等変動計算書の利益剰余金は、期首残高が57,086千円減少しております。
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３．貸借対照表に関する注記

(1) 担保に供している資産及び担保に係る債務

①定期預金 420,000千円

上記定期預金は、当座借越の担保に供しております。

これに対応する債務として、当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行２行

と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づく当事業年度末の借入金の状況

は次のとおりであります。

当座貸越極度額の総額 420,000千円

借入実行残高 －千円

差引額 420,000千円

②取引証拠金等の代用として㈱日本商品清算機構へ預託している資産は次のとおりであります。

保管有価証券 6,906,018千円

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 514,435千円

(3) 商品先物取引法第210条の規定に基づき、日本商品委託者保護基金に分離保管しなければな

らない保全対象財産の金額はありません。

　　なお、同法施行規則第98条の規定に基づく、委託者資産保全措置額は980,000千円でありま

す。

(4) 投資その他の資産の破産更生債権等のうち、940,000千円については、自己株式（時価847,484

千円）を担保として受け入れており、債権金額と担保処分見込額との差額を貸倒引当金とし

て計上しております。

(5) 偶発債務

平成28年３月末において、商品先物取引の受託に関し、当社を被告とする損害賠償請求件数

が32件（請求額1,032,309千円)となっております。
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４．損益計算書に関する注記

　当事業年度において、当社は以下の資産について減損損失を計上いたしました。

場所 用途 種類

兵庫県洲本市 遊休資産 土地

群馬県吾妻郡 遊休資産 土地

　当社は遊休資産については、他の資産グループとは区別して個別に評価・測定を行っておりま

す。

　当該資産は、現在遊休状態であり、また将来の用途が定まっていないため、帳簿価額を回収可

能価額まで減額し、当該減少額を減損損失（216千円）として特別損失に計上いたしました。

　なお、当該資産の回収可能価額は正味売却価額により測定し、固定資産税評価額を合理的に調

整した価格に基づき評価しております。

　また店頭外国為替証拠金取引（ＦＸ取引）事業の廃止に伴い、ソフトウェア等の関連する資産

については帳簿価額を零とし、当該減少額5,836千円を減損損失として計上しております。

５．株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の総数に関する事項

株 式 の 種 類 当事業年度期首の株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末の株式数

普 通 株 式 16,227,207株 －株 －株 16,227,207株

(2) 自己株式の数に関する事項

株 式 の 種 類 当事業年度期首の株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末の株式数

普 通 株 式 789,942株 －株 －株 789,942株

(3) 剰余金の配当に関する事項

①配当金支払額等

　　平成27年６月26日開催の第43期定時株主総会決議による配当に関する事項

・配当金の総額 308,745千円

・１株当たり配当額 20円

・基準日 平成27年３月31日

・効力発生日 平成27年６月29日

②基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの

　　平成28年６月29日開催の第44期定時株主総会において次のとおり付議いたします。

・配当金の総額 308,745千円

・１株当たり配当額 20円

・配当の原資 利益剰余金

・基準日 平成28年３月31日

・効力発生日 平成28年６月30日

(4) 当事業年度末日における新株予約権に関する事項

 　該当事項はありません。
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６．金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

①金融商品に対する取組方針

当社は、資金運用については預金等に限定しております。一時的な余資は、主に流動性の

高い金融資産で運用し、資金調達については銀行借入による方針であります。デリバティ

ブは、後述するリスクを回避するために利用しており、投機的な取引は、行わない方針で

あります。

②金融商品の内容及びそのリスク

当社は、商品先物取引を主たる事業としております。

委託者未収金は、商品市場における取引に基づいて発生する委託者に対する未収金であり

委託者の信用リスクに晒されております。

委託者からの取引の証拠金は、差入保証金としてアウトハウス型クリアリングハウスであ

る清算機構へ預託しておりますので、リスクはほとんどないと認識しております。

未収入金は、清算機構との場勘定、未収委託手数料等であります。

長期差入保証金は、清算機構等への預託金であります。

未払金は清算機構との場勘定、未払配当金等であります。

預り証拠金及び預り証拠金代用有価証券は委託者より取引の証拠金として受け入れたもの

であります。

委託者差金は、商品取引清算機関を経由して受払いをした委託者の計算による未決済建玉

に係る約定差金及び帳入差金であります。

投資有価証券である株式は、主に業務上の関係を有する企業の株式でありますが、発行体

の信用リスク、市場価額の変動リスクに晒されております。

出資金は、商品先物取引法により定められているもので、リスクはほとんどないと認識し

ております。

長期貸付金は、主に業務上の関係を有する者に対する貸付金であり契約不履行によっても

たらされる信用リスクに晒されております。

固定化営業債権は、平成28年３月31日より１年以上前に発生した無担保委託者未収金であ

り、委託者の信用リスクに晒されております。

破産更生債権等は、貸付金等から振り替えたものであり、契約不履行によってもたらされ

る信用リスクに晒されております。

敷金及び保証金は、主に本社や支店のビルに対するものでありますが、賃貸人の信用リス

クに晒されております。
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営業債務である買掛金は、そのほとんどが１年以内の支払期日であります。

ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資等を目的にしたものであり、

償還日は決算日後、 長で５年後であります。

預り金は、主に従業員に対するものであります。

デリバティブ取引は、商品先物取引及びオプション取引については受託業務を円滑に実施

し、商品先物市場の機能維持を主たる目的としております。

③金融商品に係るリスク管理体制

ⅰ信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社は、信用リスクに関する管理規程に従い、営業債権及び貸付金について、取引先ご

との期日管理及び残高管理を行うとともに、取引先の信用状況を把握する体制としてお

ります。

デリバティブ取引については、社内規程に従って行っており、また、デリバティブの利

用にあたっては、信用リスクを軽減するために、格付の高い金融機関とのみ取引を行っ

ております。

ⅱ市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

デリバティブ取引については、社内規程に従って行っており、商品先物市場における建

玉数量は各商品取引所の市場管理要綱の定める数量の範囲内とし、取引全体の投資限度

額は社内規程の定める基準の範囲内としております。業務本部長は日々の業務終了時に、

市場部等から報告資料の提出を受け、社内規程等を遵守しているか確認しております。

また、リスク管理上、市場リスクに関する定量的分析を利用しておりません。

市場価格の変動リスク以外の市場リスクの影響を受けるその他の金融商品については、

各リスク係数の変動に対する感応度の重要性が乏しいことから、記載を省略しておりま

す。

ⅲ資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

当社は各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するととも

に、手許流動性リスクを管理しております。

ⅳ金融商品の時価等に関する補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に

算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んで

いるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがありま

す。また、注記事項「デリバティブ取引関係」におけるデリバティブ取引に関する契約

額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではあ

りません。
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(2) 金融商品の時価等に関する事項

平成28年３月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとお

りであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含ま

れておりません（（注２）参照）。

貸借対照表計上額
時価（千円） 差額（千円）

（千円）

（１）現金及び預金 3,255,405 3,255,405 －

（２）委託者未収金 577,830 577,830 －

（３）差入保証金 8,417,024 8,417,024 －

（４）委託者差金 3,129,325 3,129,325 －

（５）未収入金 290,959 290,959 －

（６）投資有価証券

その他有価証券
20,516 20,516 －

（７）出資金 55,350 55,350 －

（８）長期差入保証金 399,928 399,928 －

（９）長期貸付金 19,000

　　貸倒引当金（※） △4,040

14,960 14,960 －

（10）固定化営業債権 650,389

　　貸倒引当金（※） △629,405

20,983 20,983 －

（11）破産更生債権等 1,132,857

　　貸倒引当金（※） △235,387

897,469 897,469 －

（12）敷金及び保証金 691,813 691,813 －

資産計 17,771,566 17,771,566 －

（１）買掛金 16,695 16,695 －

（２）リース債務

（流動負債）
13,955 14,708 752

（３）未払金 255,491 255,491 －

（４）未払法人税等 24,712 24,712 －

（５）預り金 15,135 15,135 －

（６）預り証拠金 11,483,841 11,483,841 －

（７）預り証拠金

代用有価証券
6,909,207 6,909,207 －

（８）リース債務

（固定負債）
26,208 27,243 1,035

負債計 18,745,246 18,747,034 1,787

（※）個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
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（注）１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

資　産

（１）現金及び預金、(２）委託者未収金、（３）差入保証金、（４）委託者差金、（５）

未収入金

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることか

ら、当該帳簿価額としております。

（６）投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。

（７）出資金、（８）長期差入保証金

商品先物取引法により定められているもので、時価は帳簿価額と近似していることか

ら、当該帳簿価額としております。

（９）長期貸付金、（10）固定化営業債権、（11）破産更生債権等

相手先ごとに、回収可能性を勘案し、回収不能見込額に基づいて貸倒見積額を算定して

おり、貸借対照表価額から貸倒見積額を控除した金額が時価に近似しているため、当該

価額を時価としております。

（12）敷金及び保証金

敷金及び保証金については、本支店の閉鎖予定がなく、賃貸契約期間を見積もることが

困難であり、また市場価額がないため、当該帳簿価額としております。

負　債

（１）買掛金、（３）未払金、（４）未払法人税等、（５）預り金、（６）預り証拠

金、（７）預り証拠金代用有価証券

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることか

ら、当該帳簿価額としております。

（２）リース債務（流動負債）、（８）リース債務（固定負債）

時価は、新規に同様のリース取引を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値

により算定する方法としております。

２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区 分 貸借対照表計上額（千円）

非 上 場 株 式 13,399

これらについては、市場価格がなく、かつ、将来キャッシュ・フローを見積もることな

どができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「（６）投資有

価証券」には含めておりません。
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３．金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

金銭債権については、ほぼすべてが１年以内の償還予定となっております。

なお、満期のある有価証券は保有しておりません。

４．リース債務の決算日後の返済予定額

１年以内
（千円）

１年超
２年以内
（千円）

２年超
３年以内
（千円）

３年超
４年以内
（千円）

４年超
５年以内
（千円）

リース債務 13,955 14,234 6,989 3,311 1,673

５．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

商品関連

区分 取引の種類
契約額等
（千円）

契約額等の
うち１年超
（千円）

時価
（千円）

評価損益
（千円）

市場取引
現物先物取引
売建

44,297 － 44,080 217

合計 44,297 － 44,080 217

７. 資産除去債務に関する注記

賃借契約に関連して支出し、かつ、資産として計上している敷金の一部で、将来の退去

時にその発生が見込まれる原状回復費用等相当額については、当該資産除去債務の負債

計上及びこれに対応する除去費用の資産計上に代えて、当該敷金の回収が 終的に見込

めないと認められる金額を合理的に見積もり、そのうち当期の負担に属する金額を費用

計上する方法によっております。

８．１株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 464円66銭

(2) １株当たり当期純損失 69円57銭

９．重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

10．その他の注記

該当事項はありません。
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計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

平成28年５月13日

第一商品株式会社
取締役会　御中

海南監査法人

指定社員
業務執行社員

公認会計士 仁戸田　　　　学 

指定社員
業務執行社員

公認会計士 髙　島　　雅　之 

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、第一商品株
式会社の平成27年４月１日から平成28年３月31日までの第44期事業年度の
計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び
個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示すること
にある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及び
その附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内
部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場
から計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当
監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠
して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細
書に重要な虚偽表示がないかどうかについての合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監
査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断
により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示
のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の
有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算
書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討す
る。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経
営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその
附属明細書の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
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監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一
般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びそ
の附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点におい
て適正に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
り記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査役会の監査報告

監　査　報　告　書

　当監査役会は、平成27年４月１日から平成28年３月31日までの第44期事業

年度の取締役の職務の執行に関して各監査役が作成した監査報告書に基づ

き、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

（１）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査

の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監

査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明

を求めました。

（２）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の

方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等

と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるととも

に、以下の方法で監査を実施しました。

①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその

職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重

要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な営業所において業務及び

財産の状況を調査いたしました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適

合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確

保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び

第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決

議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取

締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報

告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査をしているか

を監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況

について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計

監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体

制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品

質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備

している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細

書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個

別注記表）及びその附属明細書について検討いたしました。
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２．監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を

正しく示しているものと認めます。

②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反

する重大な事実は認められません。

③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めま

す。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取

締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人海南監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めま

す。

平成28年５月13日

第一商品株式会社　監査役会

常勤監査役 遠 藤 　 勉 

常勤監査役 左 海 博 夫 ㊞

社外監査役 中 安 博 司 

社外監査役 檜 原 俊 一 

（注）　監査役中安博司及び監査役檜原俊一は、会社法第２条第16号及び

第335条第３項に定める社外監査役であります。

以　上
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株主総会参考書類

第１号議案　剰余金処分の件

１．剰余金の処分に関する事項

当事業年度は、当期純損失の計上により、繰越利益剰余金が欠損となりま

したが、株主の皆様への配当を実施するため、別途積立金を取崩し、繰越利

益剰余金への振り替えをお願いするものであります。

①　減少する剰余金の項目とその額

別途積立金　　　　　1,500,000,000円

②　増加する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金　　　1,500,000,000円

２．期末配当に関する事項

第44期の期末配当につきましては、業績の状況、今後の積極的な事業展開

を踏まえた内部留保等を総合的に勘案し、株主の皆様への安定的かつ継続的

な配当を基本方針としております。

当事業年度の業績は、事業報告に記載のとおり厳しい結果となりましたが、

期末配当につきましては、株主の皆様のご支援に報いるため、以下のとおり

といたしたいと存じます。

①　配当財産の種類

金銭といたします。

②　配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金20円といたしたいと存じます。

なお、この場合の配当総額は308,745,300円となります。

③　剰余金の配当が効力を生じる日

平成28年６月30日といたしたいと存じます。
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第２号議案　監査役２名選任の件

　本定時株主総会終結の時をもって、監査役中安博司氏並びに監査役檜原俊

一氏は任期満了となりますので、監査役２名の選任をお願いするものであり

ます。

　また、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

　監査役候補者は次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当 社 の
株 式 の 数

１

なか

中
やす

安
ひろ

博
し

司
(昭和30年１月18日生)

昭和52年７月　　㈱KAA総合計画事務所入社

昭和56年４月　　㈱結設計入社

平成６年３月　　建設工房Ｎ設計設立

平成17年６月　　当社監査役

（現在に至る）

－株

２

ひ

檜
はら

原
とし

俊
かず

一
(昭和11年９月18日生)

昭和30年４月　　㈱谷商店入社

昭和46年４月　　松下開発㈱入社

平成２年４月　　北星建設㈱入社

平成７年４月　　土塚建設㈱入社

平成９年４月　　富国警備保障㈱入社

平成23年６月　　当社監査役

（現在に至る）

－株

(注)１．候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

２．中安博司氏並びに檜原俊一氏は社外監査役候補者であります。なお、当社は、

檜原俊一氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引

所に届け出ております。

３．社外監査役候補者の選任理由にについて

　(１)中安博司氏につきましては、一級建築士として設計事務所を設立・経営さ

れている方で、経営に関する豊富な実績・見識を有しており、異業種からの

立場として当社の監査を確実に実施していただくに相応しい人物であり、社

外監査役として選任をお願いするものであります。なお、同氏は過去に直接

会社の経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により、社外監査役

としての職務を適切に遂行できると判断しております。

　(２)檜原俊一氏につきましては、危機管理関係の豊富な経験と幅広い識見を持

ち合わせていることから、当社の社外監査役に適任であると総合的に判断し、

選任をお願いするものであります。なお、同氏は過去に直接会社の経営に関

与した経験はありませんが、上記の理由により、社外監査役としての職務を

適切に遂行できると判断しております。

４．中安博司氏並びに檜原俊一氏は現在当社の社外監査役でありますが、それぞ

れの監査役としての在任期間は、本株主総会終結の時をもって中安博司氏は

11年、檜原俊一氏は５年となります。

５．社外監査役候補者中安博司氏並びに檜原俊一氏が社外監査役として在任中の

平成26年１月に、当社は行政より法令違反を指摘され、10営業日にわたる営

業停止処分を受けました。行政処分後、両氏はその原因究明に努め、再発防

止のための提言を積極的に行うなど、更なる内部管理体制の強化に取り組ん

でおります。
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第３号議案　補欠監査役１名選任の件

　本定時株主総会終結の時をもって、監査役遠藤勉氏は辞任により退任され

ますので、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監

査役１名の選任をお願いするものであります。

　なお、補欠監査役候補者浅川清実氏は社外監査役以外の監査役の補欠であ

ります。

　また、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

　補欠監査役候補者は次のとおりであります。

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当 社 の
株 式 の 数

あさ

浅
かわ

川
きよ

清
み

実
(昭和23年10月12日生)

昭和44年10月　　共栄商事㈱入社

昭和47年11月　　新設合併に伴い当社に移籍

平成９年６月　　当社取締役

平成18年７月　　当社常務取締役

平成21年６月　　当社専務取締役

平成24年６月　　当社監査役

平成26年６月　　当社相談役

（現在に至る）

141,000株

(注)１．候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

以　上
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メ　　モ



株主総会会場ご案内略図

会　場　東京都渋谷区神泉町９番１号

神泉プレイスビル

第一商品株式会社　本社２階

電話　03－3462－8011㈹

京王井の頭線

至下北沢

Ｊ
Ｒ
山
手
線

至下北沢 至新宿

東急本店

トヨタ
レクサス

京王井の頭線

神泉駅

道玄坂

京王渋谷駅 宮益坂

首都高速３号線

国道246号線

道玄坂上

旧
山
手
通
り

公
園
通
り

Ｊ
Ｒ
渋
谷
駅

第一商品

Ｊ
Ｒ
山
手
線

最寄り駅

ＪＲ（山手線、埼京線他）、東京メトロ（銀座線、半蔵門線、副都心線）、

東急（田園都市線、東横線）渋谷駅より徒歩15分

京王（井の頭線）神泉駅より徒歩５分


